
「もったいない市」出展者募集要項 

 

１ 趣 旨 

   食品製造過程において発生する食品の端材や型くずれ品などの規格外品を販売し、そ

の売上をフードバンク団体に寄付する仕組みを構築し、食品ロス削減の推進を図るため、

「もったいない市」を開催します。 

 

２ 主 催 公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議 

  共 催 石川県 

 

３ 会 場 金沢港クルーズターミナル（金沢市無量寺町リ－６５） 

 

４ 日 時 令和３年８月２１日（土）９：３０～１６：３０ 

      １日限り、搬入は前日午後 

 

５ 出展者募集対象 

   規格外品（※）等を通常価格より廉価で販売し、その売上金をフードバンク団体に寄付

することで、食品ロスの削減に取り組み、廃棄物の削減と地球温暖化の防止に寄与する

取り組みを行う事業者・団体等を募集します。 

   ※形がくずれた食品や商品にする際の切れ端など、品質に問題はないが正規の商品と

しては販売できないものや、パッケージの不備や賞味期限はあるものの、業界の三

分の一ルール等により、販売店から戻された商品など。 

 

６ 出展募集締め切り 令和３年６月３０日（水） 

 

７ 出展者説明会 開催日時  令和３年７月２３日（金）１３：３０～１５：００ 

         開催場所  公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議内 

                ※欠席の方には資料を送付します。 

 

８ 出展にあたっての要領 

 ① 出展料は無料です。 

 ② 展示ブースの標準区画は間口２ｍ×奥行２ｍとなり、背面にはパーティションがあり

ますが、側面の仕切りのパーティションはありません。１出展者につき、机１台、椅子

１脚までを主催者側で準備します。 

  （これ以上必要な場合は、必ず別紙申込書にその旨記入してください。大幅に超える場

合は協議させていただきます。） 

 ③ 電源が必要な場合は事前に申し出てください。（申請書に記載してください。） 

 ④ その他、必要な準備品等は、出展者で用意をお願いします。 



 ⑤ 関係法令の遵守をお願いします。 

 ⑥ 出展中は出展者に常駐していただく必要があります。 

 ⑦ 商品のお渡しには、紙袋などをご使用ください。 

 ⑧ 宗教活動、政治活動はできません。 

 ⑨ 当フェアの趣旨にそぐわない出展応募や出展応募が多数になった時は、ご遠慮いただ

くことがあります。 

 ⑩ それぞれのブースで発生したごみは、出展者にお持ち帰りいただきます。 

 ⑪ 「もったいない市」は食品ロスを削減し、廃棄物を少なくする取り組みであることか

ら、環境フェア終了後、一週間以内に、販売した商品の名称（または種類）、個数、一

個当たりの重量、売上金額を公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議まで

報告をお願いします。 

 

９ 食品の取り扱い 

 ① 食品の安全確保には細心の注意を払ってください。万一、取り扱い食品で事故が発生

した場合、事務局では一切責任を負いません。 

 ② 廃棄物については、適正に処理してください。 

 ③ 感染症拡大防止の観点から、会場内での飲食はお控えいただいているため、調理加工

済食品は、露出販売を禁止します。 

 ④ 食品の適正な表示を行ってください。（加工済み食品の製造元、賞味期限を必ず表示

すること） 

 ⑤ 食品保存基準を遵守してください。 

 

10 新型コロナウイルス感染症対策 

  別紙のいしかわ環境フェア感染症対策ガイドラインに沿って開催します。 

  今後のコロナウイルスの感染状況により、やむを得ず中止になる場合があります。 

 

11 応募方法 

   別紙の「もったいない市」の出展申込書に必要事項を記入の上、下記の宛先まで郵送、

またはＦＡＸにて申し込みをしてください。 

 

12 申し込み・問い合わせ 

公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議 

 事務局担当：京正 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月２丁目１番地（いしかわエコハウス内） 

TEL：076-266-0881 FAX：076-266-0882 



いしかわ環境フェア感染症対策ガイドライン

予約フォーム

出展者基本対策


